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北九州市告示第２５７号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間の白野江植物公園及び白野江植物公園駐車施

設の利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置

及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の

４の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

施設の

種類等 
金額 備考 

白野江

植物公

園 

入

園

料 

区分 一般 小・中学校

の児童及び

生徒 

国民の祝日及び緑化

に関する行事をする

日で、市長が特に必

要があると認めて規

則で定める日につい

ては、無料で入園さ

せるものとする。 

個人 １

人

１

回 

３００円 １５０円

団体（

２５人

以上） 

２４０円 １２０円

白野江

植物公

園駐車

施設

大型自動車 

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１,０００円 大型自動車、中型自

動車及び普通自動車

の区分は、道路交通

法の一部を改正する

法律（平成２７年法

律第４０号）による

改正前の道路交通法

第３条に規定すると

ころによる。 

普通自動車 ３００円
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北九州市告示第２５８号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間の到津の森公園、到津の森公園駐車施設及び

ひびき動物ワールドの利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園

、駐車場等の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第

３３号）第４条の４の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設

の種

類等

金額 備考 

到津

の森

公園

入

園

料 

区分 一般 中学校及び高

等学校の生徒

小学校の

児童以下

の者（４

歳未満の

者を除く

。） 

個人 １

人

１

回 

８００円 ４００円 １００円

団体（２

５人以上

） 

６００円 ３００円 ５０円

到津

の森

公園

駐車

施設

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（ 

１日以内） 

１,０００円 大型自動車

、中型自動

車及び普通

自動車の区

分は、道路

交通法の一

部を改正す

る法律（平

成２７年法

律第４０号

普通自動車 ６００円
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）による改

正前の道路

交通法第３

条に規定す

るところに

よる。 

ひび

き動

物ワ

ール

ド 

入

場

料 

区分 一般 小・中学

校の児童

及び生徒

１人１回 ３００円 １５０円

回数券（

４枚つづ

り） 

１人１回 １,０００円 ５００円
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北九州市告示第２５９号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間の山田緑地、森の家及び山田緑地駐車施設の

利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び

管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の

規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

施

設

の

種

類

等 

金額 備考 

山

田

緑

地 

入

園

料 

無料  

森

の

家 

各

室

利

用

料 

区

分 

９時～１２時 １２時～１７時 １ 多目的

ホール、

大会議室

、小会議

室又は講

習室の利

用者が入

場料等を

徴収する

場合の額

は、入場

料等の総

収入額に

１００分

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

多

目

的

ホ

ー

ル 

６,９００円 ７,９５０円 ９,９００円 １１,８５０円

大

会

議 

１,６５０円 ２,５５０円 ２,４００円 ３,９００円
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室 の６を乗

じて得た

額（当該

額が規定

の額の１

５割に相

当する額

に満たな

いときは

、当該規

定の額の

１５割に

相当する

額）とす

る。 

２ 多目的

ホールの

利用面積

が２分の

１以下の

場合の額

は、既定

の額の５

割に相当

する額と

する。 

小

会

議

室 

９００円 １,６５０円 １,５００円 ２,４００円

講

習

室 

２,４００円 ４,０００円 ３,７００円 ６,０００円

映

像

室

１,６５０円 ２,５５０円 ２,４００円 ３,９００円

 冷

暖

房

設

備

利

用 

施設名 ３０分又はその端数ごとに  

多目的ホール １,２２０円

大会議室 ４２０円

小会議室 ３５０円

講習室 ５６０円
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料 映像室 ４２０円

山

田

緑

地

駐

車

施

設 

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（１日

以内） 

１,０００円 大型自動車

、中型自動

車及び普通

自動車の区

分は、道路

交通法の一

部を改正す

る法律（平

成２７年法

律第４０号

）による改

正前の道路

交通法第３

条に規定す

るところに

よる。 

普通自動車 ３００円
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北九州市告示第２６０号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間の志井ファミリープールの利用料金の額を承

認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例

施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の規定により、次の

とおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

施

設

の

種

類

等 

金額 備考 

志

井

フ

ァ

ミ

リ

ー

プ

ー

ル 

入場

料 

区分 一般 小・中学

校の児童

及び生徒 

幼児  

個人 １人１

回 

４００円 ２００円 ５０円

団体（２

５人以上

） 

３２０円 １６０円 ４０円

施設

利用

料 

波

の

プ

ー

ル 

区分 一般 小・中学

校の児童

及び生徒 

幼児  

個人 １

人

１

回 

３００円 １５０円 ５０円

団体（２

５人以上

） 

２４０円 １２０円 ４０円

スライダープール １人１回 １００円
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 川下りプール １人１回 １００円

その

他利

用料 

コインロッカー １回 １００円
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北九州市告示第２６１号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間の響灘緑地広場、ポニー広場、熱帯生態園、

都市緑化センター、響灘緑地野外ステージ、サイクリングターミナル及び響灘

緑地駐車施設の利用料金の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車

場等の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号

）第４条の４の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

施

設

の

種

類

等 

金額 備考 

響

灘

緑

地

広

場 

入

園

料 

区分 一般 小・中学校の児

童及び生徒 

国民の祝日

及び緑化に

関する行事

をする日で

、市長が特

に必要があ

ると認めて

規則で定め

る日につい

ては、無料

で入園させ

るものとす

る。 

１人１回 １５０円 ７０円

ポ

ニ

ー

広 

乗

馬

料 

個人 １人１回 ３５０円 小・中学校

の児童及び

生徒が、係

員の指導の

団体（２５人以

上） 

３００円
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場    下に乗馬す

るときに限

る。 

１頭につき３０分又はその端数

ごとに 

３，０００円

馬

車

利

用

料 

区分 一般 中学校の生徒以

下の者 

１人１回 ３００円 １５０円

熱

帯

生

態

園 

区分 一般 小・中学校の児

童及び生徒 

１人１回 ３５０円 ２００円

回数券（４枚

つづり） 

１人

１回 

１,０００円 ５００円

都

市

緑

化

セ

ン

タ

ー 

各

室

利

用

料 

区分 ９時～１２時 １２時～１７時 イベントホ

ールの利用

者が入場料

等を徴収す

る場合の額

は、入場料

等の総収入

額に１００

分の６を乗

じて得た額

（当該額が

規定の額の

１５割に相

当する額に

満たないと

きは、当該

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

平日 土曜日 

日曜日 

休日 

イベ

ント

ホー

ル 

３,７５０円 ４,３５０円 ５,４００円 ６,４５０円

講習

室 

２,４００円 ２,８５０円 ３,６００円 ４,３５０円

会議

室 

１,５００円 １,８００円 ２,２５０円 ２,７００円
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規定の額の

１５割に相

当する額）

とする。 

 冷

暖

房

設

備

利

用

料 

施設名 ３０分又はその端数ごとに  

イベントホール ４２０円

講習室 １４０円

会議室 ４０円

響

灘

緑

地

野

外

ス

テ

ー

ジ 

１時間又はその端数ごとに １,５００円 利用者が入

場料等を徴

収する場合

の額は、入

場料等の総

収入額に１

００分の６

を乗じて得

た額（当該

額が規定の

額の１５割

に相当する

額に満たな

いときは、

当該規定の

額の１５割

に相当する

額）とする

。 

サ 自 区分 一般 中学校の 小学校の  
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イ

ク

リ

ン

グ

タ

ー

ミ

ナ

ル 

転

車

利

用

料 

  生徒 児童以下

の者 

基

本

利

用

料 

１台２時間

以内 

３００円 １９０円 １５０円

超

過

利

用

料 

１台２時間

を超える３

０分又はそ

の端数ごと

に 

７０円

そ

の

他

利

用

料 

コインロッカー １回 １００円

響

灘

緑

地

駐

車

施

設 

大型自動車 

中型自動車 

１台１回（１日以

内） 

１,０００円 大型自動車

、中型自動

車及び普通

自動車の区

分は、道路

交通法の一

部を改正す

る法律（平

成２７年法

律第４０号

）による改

正前の道路

交通法第３

条に規定す

普通自動車 ３００円
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るところに

よる。 
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北九州市告示第２６２号 

 北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関する条例（昭和４７

年北九州市条例第７号）第１１条の２第３項の規定により、令和４年４月１日

から令和５年３月３１日までの間の旧安川邸及び夜宮公園駐車施設の利用料金

の額を承認したので、北九州市都市公園、霊園、駐車場等の設置及び管理に関

する条例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３３号）第４条の４の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治  

施

設

の

種

類

等

金額 備考 

旧

安

川

邸

入

場

料

区分 一般 小学校の児童及

び中学校の生徒 

個人 １人

１回 

２６０円 １３０円

団体（

２５人

以上） 

２００円 １００円

夜

宮

公

園

駐

車

施

設

大型自動車 

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１，０００円大型自動車及び

中型自動車の区

分は、道路交通

法の一部を改正

する法律（平成

２７年法律第４

０号）による改

正前の道路交通

法（以下「改正
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前の道路交通法

」という。）第

３条に規定する

ところによる。 

普通自動車 １台につき

３０分又は

その端数ご

とに 

１００円。ただし、１日

に連続して３時間を超え

て駐車したときは、１日

当たり６００円 

１ 普通自動車

とは、改正前

の道路交通法

第３条に規定

する普通自動

車をいう。 

２ 駐車時間が

２０分以内の

ときは、無料

とする。 
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北九州市告示第２６３号 

 北九州市平尾台自然の郷条例（平成１５年北九州市条例第１９号）第８条第

３項の規定により、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間の北九

州市平尾台自然の郷の入場料、野外ステージ、キャンプ施設及び駐車場の利用

料金の額を承認したので、北九州市平尾台自然の郷条例施行規則（平成１５年

北九州市規則第４８号）第６条の規定により、次のとおり告示する。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

施設 金額 備考 

入場料 無料  

野外ステージ １時間又はその端数ご

とに 

１,５００円 利用者が入場料、

会費その他これら

に類するもの（以

下「入場料等」と

いう。）を徴収す

る場合の額は、入

場料等の総収入額

に１００分の６を

乗じて得た額（当

該額が規定の額の

１５割に相当する

額に満たないとき

は、当該規定の額

の１５割に相当す

る額）とする。 

キ

ャ

ン

プ

施

設 

テ

ン

ト

区

画 

区画

内に

駐車

する

こと

がで

きる

１０時から

翌日の１０

時まで 

１区画１

回 

４,５００円 １０時から１７時

までの区分により

テント区画を利用

した場合で、１７

時を超えて翌日の

１０時までの間の

引き続く利用に係

１０時から

１７時まで 

３,０００円
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  もの る額は、区画内に

駐車することがで

きるものを利用す

る場合にあっては

１，５００円、区

画内に駐車するこ

とができないもの

を利用する場合に

あっては１，０５

０円とする。 

区画

内に

駐車

する

こと

がで

きな

いも

の 

１０時から

翌日の１０

時まで 

３,０００円

１０時から

１７時まで 

 １,９５０円

シャワー １回 １００円

駐車場 大型自動車

中型自動車 

１台１回

（１日以

内） 

１,０００円 １ 大型自動車、

中型自動車及び

普通自動車の区

分は、道路交通

法の一部を改正

する法律（平成

２７年法律第４

０号）による改

正前の道路交通

法（昭和３５年

法律第１０５号

）第３条に規定

するところによ

る。 

２ テント区画（

区画内に駐車す

ることができな

いものに限る。

）を利用する場

合は、１区画に

つき大型自動車

普通自動車 ３００円
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、中型自動車又

は普通自動車１

台については、

無料とする。 
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北九州市告示第２６４号      

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号。以下「法」という 。） 第３６条第１項、第５１条の１９第１

項及び第５１条の２０第１項並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第２１条の５の１５第１項及び第２４条の２８第１項の規定により、指定障害

福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者並

びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者を指定したので

法第５１条第１号、第５１条の３０第１項第１号及び第５１条の３０第２項第

１号並びに児童福祉法第２１条の５の２５第１号及び第２４条の３７第１号の

規定により次のとおり告示する。      

  令和４年５月９日     

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 指定事業者に関する事項

（１） 指定障害福祉サービス事業者（居宅介護）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

たつのおとしご 

北九州市八幡西

区穴生二丁目１

５番９６―４０

１号 

合同会社たつのおとしご 

代表社員 谷脇真里 

北九州市八幡西区穴生二

丁目１５番９６－４０１

号 

特定無し 4016701841  

（２） 指定障害福祉サービス事業者（重度訪問介護） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

たつのおとしご 

北九州市八幡西

区穴生二丁目１

５番９６―４０

１号 

合同会社たつのおとしご 

代表社員 谷脇真里 

北九州市八幡西区穴生二

丁目１５番９６－４０１

号 

特定無し 4016701841  

（３） 指定障害福祉サービス事業者（就労継続支援Ｂ型）

事業所又は施設

の名称及び所在

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

事業の主た

る対象者 

事業所番号 
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地 たる事務所の所在地 

ポップカルチャ

ースタジオ未来

図 小倉 

北九州市小倉北

区浅野二丁目１

７番１号畠中ビ

ル６階 

株式会社ＰａｙＦｏｒｗ

ａｒｄ 

代表取締役 柴垣達也 

福岡市博多区博多駅前三

丁目３番１２号第 6 ダイ

ヨシビル２階 

身体障害者

（肢体不自

由、視覚障

害、聴覚・

言語障害及

び内部障害

）、 知的障

害者及び精

神障害者 

4017801798  

就労継続支援Ｂ

型事業所リベロ 

北九州市八幡西

区南王子町２番

１４号 

株式会社マーブル 

代表取締役 山口直彦 

北九州市小倉北区紺屋町

８番１号 

特定無し 4016701825  

ファクトリーａ

ｎｎ 

北九州市八幡西

区黒崎四丁目１

番６号エンター

プライズビル３

階 

株式会社ペルソナ 

代表取締役 金礪賢爾 

北九州市八幡西区鉄王一

丁目７番１４号 

特定無し 4016701833  

（４） 指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ステイホーム小

倉 

北九州市小倉南

区下曽根四丁目

３番３号 

合同会社夢心 

代表社員 吉松洋平 

福岡県京都郡苅田町大字

新津１５９８番地８ 

身体障害者

（聴覚言語

）、 知的障

害者及び精

神障害者 

4027700311  

（５） 指定一般相談支援事業者（地域移行支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 
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地 たる事務所の所在地 

相談支援よろこ

び 

北九州市小倉南

区長尾六丁目１

０番３１号ビー

ラインＭＡＸｍ

ａｉ２０２号室 

株式会社よろこび 

代表取締役 毛利 崇 

北九州市小倉南区徳力四

丁目１９番２７号 

特定無し 4037700491  

（６） 指定一般相談支援事業者（地域定着支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援よろこ

び 

北九州市小倉南

区長尾六丁目１

０番３１号ビー

ラインＭＡＸｍ

ａｉ２０２号室 

株式会社よろこび 

代表取締役 毛利 崇 

北九州市小倉南区徳力四

丁目１９番２７号 

特定無し 4037700491  

（７） 指定特定相談支援事業者（特定相談支援）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援よろこ

び 

北九州市小倉南

区長尾六丁目１

０番３１号ビー

ラインＭＡＸｍ

ａｉ２０２号室 

株式会社よろこび 

代表取締役 毛利 崇 

北九州市小倉南区徳力四

丁目１９番２７号 

特定無し 4037700491  

（８） 指定障害児通所支援事業者（児童発達支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 
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ＣＯＭＰＡＳＳ

下到津 

北九州市小倉北

区下到津五丁目

３番３号カーザ

ミア１－２階 

株式会社三葉 

代表取締役 北田健二 

北九州市小倉南区葛原一

丁目２番３５号 

重症心身障

害児以外 

4057800106  

（９） 指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス） 

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ＣＯＭＰＡＳＳ

下到津 

北九州市小倉北

区下到津五丁目

３番３号カーザ

ミア１－２階 

株式会社三葉 

代表取締役 北田健二 

北九州市小倉南区葛原一

丁目２番３５号 

重症心身障

害児以外 

4057800106  

放課後等デイサ

ービスｃｈｉｌ

ｕｌｕ（チルル

） 

北九州市若松区

桜町５番３号 

株式会社ＥＮ．ｐａｌｅ

ｔｔｅ 

代表取締役 早川 淳 

北九州市若松区桜町５番

３号 

重症心身障

害児以外 

4056500079  

（１０） 指定障害児相談支援事業者（障害児相談支援） 

事業所又は施設

の名称及び所在 

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主 

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

相談支援よろこ

び 

北九州市小倉南

区長尾六丁目１

０番３１号ビー

ラインＭＡＸｍ

ａｉ２０２号室 

株式会社よろこび 

代表取締役 毛利  崇 

北九州市小倉南区徳力四

丁目１９番２７号 

特定無し 4077700070  

２ 指定年月日 
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令和４年３月１日 
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北九州市告示第２６５号

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２０第４項の規定

による指定障害児通所支援事業の廃止の届出があったので、児童福祉法第２１

条の５の２５第２号の規定により次のとおり告示する。

令和４年５月９日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

指定障害児通所支援事業者（放課後等デイサービス）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

ぐろーういんぐ

はーと 

北九州市八幡西

区的場町１番１

７号 

一般社団法人光 

代表理事 小野光代 

北九州市戸畑区新川町２

番２０号 

重症心身障

害児以外 

4056700174  

２ 廃止年月日 

 令和４年２月２８日
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北九州市告示第２６６号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第４６条第２項の規定による指定障害福祉サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により次のとおり告示する

。

令和４年５月９日

北九州市長 北 橋 健 治

１ 指定事業者に関する事項

指定障害福祉サービス事業者（共同生活援助）

事業所又は施設

の名称及び所在

地 

事業者又は施設の設置者

の名称、代表者名及び主

たる事務所の所在地 

事業の主た

る対象者 

事業所番号 

グループホーム

千歳 

北九州市小倉南

区下城野三丁目

４番１６号 

株式会社ＦＵＫＵＳＨＩ

Ｎ 

代表取締役 杉山寛英 

北九州市小倉南区東貫一

丁目１２番２５－８０６

号 

知的障害者

及び精神障

害者 

4027700246  

２ 廃止年月日 

 令和３年１２月３１日
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北九州市告示第２６７号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、駐車場使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和４年５月９日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設の名称 
受  託  者 

委 託 期 間 
名  称 住  所 

小倉南図書館 日本施設協会

・図書館流通

センター共同

事業体  代 表

者  株 式会社

日本施設協会 

北九州市戸畑

区汐井町１番

６号 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 

八幡図書館 株式会社図書

館流通センタ

ー 

北九州市八幡

西区黒崎城石

１番１号 

八幡西図書館 株式会社黒崎

コミュニティ

サービス 

北九州市小倉

北区米町二丁

目２番１号 

27



北九州市公告第２７８号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和４年５月９日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      かん・びん収集用指定袋 ２５０万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  仕様書に定めるとおり 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

（５） 入札方法  総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（６） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

28



  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が５０万枚以上であるものに限

る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和４年

５月３０日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  日時  この公告の日から令和４年６月２１日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 

29



 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和４年５月３０日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和４年５月３０日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和４年６月７日から同月２０日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２１日午前９時から午

後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和４年６月２０日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和４年６月２１日午後２時１０分 

６  その他   

  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 
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  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

 （８） 詳細は、入札説明書による。 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for cans and bottles         

Quantity: 2,500,000 sheets  

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      

2:00p.m., June 21, 2022     

For tenders submitted by mail :      

5:00p.m., June 20, 2022   

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu    
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北九州市公告第２７９号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和４年５月９日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び数量 

      ペットボトル収集用指定袋 １６４万枚 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期限  令和４年１２月２８日 

  （４） 納入場所  市の指示する場所 

（５） 入札方法  総価により行う。入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金

額とする。 

（６） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第１章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 

  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 
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  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 入札を行おうとする購入品目又はこれの同等品について、この公告

日以前の５年間に、国、地方公共団体等の官公署（外国の官公署を含む。

）又は北九州市の外郭団体及びこれに準じる団体からの発注に対し、遅滞

なく誠実に納入した実績（納入数量の合計が３２万枚以上であるものに限

る。）があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和４年

５月３０日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

イ  日時  この公告の日から令和４年６月２１日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

  （２） 入札説明書及び仕様書の交付方法   

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所 
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 この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提

出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和４年５月３０日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア） 提出期間 

          この公告の日から令和４年５月３０日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ） 提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ） 提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承 

  諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和４年６月７日から同月２０日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月２１日午前９時から午

後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和４年６月２０日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和４年６月２１日午後２時１０分 

６  その他   

  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 
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  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ  契約保証金  契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

 （８） 詳細は、入札説明書による。 

７ Summary  

（１）  Product and Quantity     

Purchase of Clear plastic bag for pet bottles          

Quantity: 1,640,000 sheets  

  （２）  Deadline for the submission of tender      

For tenders via the electronic bidding system :      

2:00p.m., June 21, 2022     

For tenders submitted by mail :      

5:00p.m., June 20, 2022   

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,          

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu    
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北九州市公告第２８０号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する

北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」とい

う。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

    令和４年５月９日 

                                  北九州市長  北 橋 健 治   

１  調達内容 

（１） 購入品目及び予定数量 

      コークス  ２，１００トン 

  （２） 購入物品の特質等  仕様書に定めるとおり 

  （３） 履行期間  令和４年７月１日から同年９月３０日まで 

  （４） 納入場所  北九州市門司区新門司三丁目７９番地 

新門司工場 

 （５） 今後購入が予定される数量及び入札公告予定時期 

  ア １，９００トン 令和４年８月頃 

  イ １，５００トン 令和４年１１月頃 

（６） 最初の契約に係る入札公告日 令和４年１月２７日 

（７） 入札方法 １トン当たりの価格により行う。入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積

もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１

００分の１０に相当する金額を加算した金額をもって落札金額とする。 

（８） 電子入札案件  この公告に係る入札は、原則として電子入札システ

ムにより行う。 

２  電子入札に関する事項 

  （１） この公告に係る入札は、競争参加資格確認申請書（添付資料を除く

。）の提出、競争参加資格確認通知書の発行、入札書（内訳書を含む。）

の提出、開札、落札者の決定、落札通知書の発行等を電子入札システムに

より行う。ただし、電子入札により難い場合は、事前に発注者の承諾を得

て、北九州市電子入札運用基準（以下「運用基準」という。）第 1 章１－

２（２）に規定するサブシステム又は紙入札により行うことができるもの

とする。 
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  （２） 電子入札による手続開始後に、紙入札への途中変更は行わないもの

とする。ただし、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注

者の承諾を得て紙入札に変更できるものとする。 

  （３） その他電子入札に係る運用については、北九州市電子入札実施要領

、運用基準及び電子入札心得（一般・物品）によるものとする。 

３  競争入札参加資格 

    次の各号のいずれにも該当する者であること。 

  （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。 

  （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す

る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿

（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

  （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。  

４  競争入札参加資格審査の申請 

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３

－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和４年

５月２３日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請

を行わなければならない。 

５  入札手続等 

  （１） 契約条項を示す場所及び日時 

    ア  場所  北九州市小倉北区城内１番１号 

              北九州市技術監理局契約部契約課 

  イ  日時  この公告の日から令和４年６月３日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法 

北九州市技術監理局契約部のホームページからダウンロードする方法に

より交付する。ただし、これにより難い場合は、前号アの場所において無

償で交付する。 

   北九州市技術監理局契約部のホームページ 

   http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

  （３） 入札説明会 入札説明会は、行わないものとする。 

  （４） 競争参加資格確認申請書の提出期間及び提出場所   

この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者は、競争参加資格確認

申請書を電子入札システムにより、同申請書の添付資料を紙媒体により提
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出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。ただし、発注者の承

諾を得て当初から紙入札により参加する場合は、同申請書及び同申請書の

添付資料を紙媒体により提出し、競争参加資格の確認を受けなければなら

ない。 

    ア  電子入札システムによる提出期間 

    この公告の日から令和４年５月２３日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで 

    イ  紙入札により参加する場合及び電子入札システムにより参加する場合 

   の紙媒体の提出 

   （ア )  提出期間 

          この公告の日から令和４年５月２３日まで（日曜日及び土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで 

   （イ )  提出場所 

          第１号アの場所 

   （ウ )  提出方法 

          持参又は郵送（書留郵便に限る。）すること。 

  （５） 入札書の提出期限及び提出場所 

    入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承

諾を得た場合は、紙媒体により郵送（書留郵便に限る。）すること。 

    ア  電子入札による入札書受付期間 

令和４年５月２７日から同年６月２日まで（日曜日及び土曜日を除く

。）の毎日午前９時から午後４時３０分まで及び同月３日午前９時から

午後２時まで 

    イ  郵送による入札書の提出期限 

        第１号アの場所に令和４年６月２日午後５時までに必着のこと。 

  （６） 開札の場所及び日時 

    ア  場所  第１号アの場所 

    イ  日時  令和４年６月３日午後２時１０分 

６  その他   

  （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

    ア  言語  日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

  （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア  入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上
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。ただし、契約規則第５条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免

除する。 

  イ  契約保証金  契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規則第２５条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当

する場合は、免除する。 

  （３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ  申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

    エ  北九州市電子入札実施要領第１０条各号のいずれかに該当する入札 

  （４） 落札者の決定方法  契約規則第１３条第１項の規定により定められ

た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者

とする。 

  （５） 契約書作成の要否  要 

  （６） 契約書作成に要する費用（収入印紙等）は、全て落札者の負担とす

る。 

  （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

地等 

      北九州市技術監理局契約部契約課 

      〒８０３－８５０１  北九州市小倉北区城内１番１号 

      電話  ０９３－５８２－２０１７ 

 （８） 詳細は、入札説明書による。 

７ Summary  

（１） Product and Quantity  

Purchase of Coke    

Forecasted Quantity: 2,100t       

  （２） Deadline for the submission of tender  

For tenders via the electronic bidding system:    

2:00p.m., June 3, 2022  

For tenders submitted by mail:    

5:00p.m., June 2, 2022   

（３）  For further information, please contact: Contracts Division,   

Contracts Department, Engineering Supervision Bureau, City of Kitakyushu   
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